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市
で
は
、
原
子
力
発
電
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
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に
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す
る
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深
め
て
も
ら
う
こ
と
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目
的
に
、
川
内
原
子
力
発
電
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び
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ネ
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関
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施
設
を
見
学
さ
れ
る
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民
団
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を
募
集
し
ま
す
。
私
た
ち
の
生
活
に
切
っ
て
も
切
れ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
安
全
性
の
問
題
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身
近
で
切
実
な
問
題
を
考
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
ぜ
ひ
応
募
く
だ
さ
い
。

＊
こ
の
事
業
は
、
国
か
ら
の
広
報
・
調
査
等
交
付
金
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
団
体
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１
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内

＊�
参
加
者
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員
、
市
内
に
住
所
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有
す
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方
に
限
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。（
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歳
未
満
は
保
護
者
同
伴
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【
見
学
日
程
】＝
希
望
日
な
ど
を
確
認
の
上
、

九
州
電
力
株
式
会
社
な
ど
と
調
整
し
て
決
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し
ま
す
。
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所
か
ら
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申
込
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間
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４
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日
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成
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月
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【
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込
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話
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込
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付
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ド
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平成２9年度　
鹿児島県原子力防災訓練を実施しました

2 月 3 日（土）に、鹿児島県および関係市町の主催による鹿児島県原子力防災訓練を実
施し、190 機関、約 4,400 人が参加しました。

この訓練は、地震発生による川内原子力発電所の過酷事故を想定して行ったもので、
住民の避難訓練をはじめ、市災害対策本部の設置・運営訓練や消防・自衛隊など実動
機関との連携訓練など、16 種類の訓練を実施しました。

また、この中で事故が進展し放射性物質が放出されたときの対応などについての訓練
も行い、本市においては、「PAZ 圏内＊１の要配慮者避難訓練」や「ＰＡＺ圏内およびＵＰＺ
圏内＊２の住民避難訓練」のほか、「家屋倒壊による避難所での屋内避難訓練」や「保育園
との情報伝達訓練」なども実施しました。

今後、この訓練で明らかとなった課題などを各関係機関としっかりと検証し、引き続
き防災計画の実効性を高めてまいります。
 

福島第一原子力発電所事故を教訓に見直された国の原子力災害対策指針など
を踏まえ、県、本市および関係周辺市町で策定や修正を行った地域防災計画原子
力災害対策編に基づき、住民の協力や事業者などと共同して総合的な訓練を実施
することで、原子力防災対策に係る関係機関相互の連携強化や地域住民の防災
意識の向上を図る。

また、訓練での課題などを踏まえて、避難計画の見直しを行うなど、原子力災害
対策のさらなる強化を図る。

訓練の目的

訓練想定
●薩摩半島西方沖を震源とする最大震度７の地震が発生し、川内原子力発電所

１・２号機は、通常運転中のところ地震発生を受け、１・２号機とも原子炉
が自動停止し、外部電源が喪失する事態となる。

●２号機については、地震と同時に１次冷却材系統からの漏えいが発生し、非常
用電源が起動するとともに非常用炉心冷却系が起動し、冷却をするが、その
後冷却材の漏えい量が増加し、施設敷地緊急事態となる。

●さらに事態が進展し、非常用電源が故障し全交流電源が喪失することにより、
全面緊急事態となるとともに、非常用炉心冷却設備による注水が不能となり、
施設外へ放射性物質の放出を伴う事態となる。

●なお、１号機については、非常用電源から交流動力電源を供給し、原子炉の
冷却が継続される。

　このような事態の進行を踏まえて、県、本市をはじめとする市町は、国、防災
関係機関と共同して、地域防災計画原子力災害対策編に基づき、ＰＡＺ圏内の住
民避難やＵＰＺ圏内の一時移転、屋内退避などの諸対策を実施する。

＊１　ＰＡＺ圏内：原子力発電所を中心としておおむね半径５ｋｍ以内の区域（本市は、滄浪・寄田・水引・峰山地区）
＊２　ＵＰＺ圏内：原子力発電所を中心としてＰＡＺ圏内を除くおおむね半径３０ｋｍの区域
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